
 
 

 

 

開催日時：令和７年 11 月 5 日（水）18 時 25 分から 19 時 45 分 

開催場所：東児中学校 音楽室 
概  要：リボン・ネクタイ、体操服などの選定方法、現行の学用品・制服などが利用できる経過

期間についての協議を行いました。また、PTA 活動についての協議を行いました。 
 

【学用品・制服・体操服等について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現 PTA の活動等の洗い出し等について】 
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校再編準備委員会だより （ＰＴＡ部会）学 

令和 7 年 11 月 20日発行

再編準備委員会第３回ＰＴＡ部会を開催しました

学校再編に関する情報は、市のホームページで確認できます。
     https://www.city.tamano.lg.jp/site/kyouiku/50734.html 
             市民センターでも閲覧できます。

玉野市教育委員会学校再編推進課
    ☎：32－2818

□：gakkou-saihen@city.tamano.lg.jp

（協議結果） 
 
 ①リボン・ネクタイ、体操服などの選定方法について 

 
 ②経過措置について 
  兄弟姉妹がいる家庭で、引き継いで使用することを考え、経過措置を 5 年間とした。

 リボン・ネクタイ 新規で選定する。制服に合ったものを学校側で選定する。
 体操用帽子 新規で選定する。体操服に合ったものを学校側で選定する。
 体操服・トレーニング

ウェア
新規で選定する。 
宇野・玉・日比中学校再編準備委員会で採用されたものと同

じものを採用する。

（継続協議） 
 
  限られた生徒数・保護者数となる中、ＰＴＡ活動のあり方を検討する必要があること

から、各学校のＰＴＡに持ち帰って意見集約し、次回改めて協議することとなった。 
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